
【 税理士による決算・申告相談日 】

◎ 委嘱税理士 :  大矢啓資先生

2 月 15 日 　役場久田見出張所

2 月 24 日 　八百津町商工会

　役場久田見出張所

　八百津町商工会

3 月 9 日 　八百津町商工会　
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（火）

令和３年

令和３年

（水）

（月）

開　　催　　日 会　　　場

令和３年    AM 9:00～12:00

   PM 1:00～PM4:00

   AM 9:00～PM4:00

開催時間

   AM 9:00～12:00

令和３年 3 月 2 日 （火）
   AM 9:00～12:00

◎ 決算・申告相談に係るお願い！

本年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、決算・

申告の相談に限り、事前予約制とさせていただきます。

窓口での密を避ける措置として、何とぞご理解いただきますよう

お願いいたします。

事前にお電話でのご予約をお願いいたします。

☛ 決算確定申告

◎ 令和2年分の決算・確定申告の受付は、

令和３年２月１６日（火） ～ 令和３年３月１５日（月）までです。

◎ 令和２年分の消費税の申告の受付は、

令和３年３月３１日（水）までです。

https://www.gifushoko.or.jp/yaotsu/

☛ 年末調整相談

年末調整個別相談所を下記の日程にて行います。

担当税理士：大矢啓資税理士

◎八百津町商工会会場 令和３年１月６日（水）

◎役場 久田見出張所会場 令和３年１月１４日（木）
いずれの会場も、午前９時～１２時まで

※本事業は、岐阜県の補助金を受けています。

※本事業は、岐阜県の補助金を受けています。
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☛ 青色申告特別控除

◎「青色申告特別控除額」 が変わります！
従前の青色申告特別控除６５万円の適用を受けるためには、e-tax による申告（電子申告）

を行う必要があります。

なお、１０万円の青色申告特別控除の改正はありませんので、これまでと同様です。

※ 商工会では、商工会委嘱・税理士会派遣税理士の代理送信による電子申告を行っています。

お気軽にご相談ください。

なお、今年度の決算・確定申告のご相談は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、

事前予約制とさせていただきますのでご理解ください。

事前に電話でご来所のご予約をお願いいたします。

◎ 「決算書」「申告書」ともに電子送信に移行していきます。

本年度より、「決算書」「申告書」ともに電子データを作成し、税理士の代理

送信による電子申告に順次移行していきます。

事業者のみなさまには、決算書（控）または収支内訳書（控）（※白色申告の

方）にご記入いただき、商工会へ持参ください。

※減価償却費の計算については商工会でご相談ください。

商工会にて、電子申告に対応した決算書データを作成します。同時に、申告

書についても電子申告に対応した申告書データを作成します。

商工会で作成した電子申告用データをお預かりし、当商工会委嘱の税理士

の先生による代理送信により電子申告を行います。

なお、電子申告を行う際に事業者様の立合いは不要です。

電子申告終了後に、送信した決算書・申告書と受信通知（送信した証明書）

と共に、事業者様に書面でお渡しいたします。

詳しい説明をお聞きになりたい事業者様は、商工会へお尋ねください。

※電子申告を行うための手数料は無料です。

※商工会記帳機械化による記帳支援を受けておられる事業者様は、別の方法で電子

申告を行います。

１）窓口支援による電子申告：国税庁「確定申告作成コーナー」で対応します。

２）商工会記帳機械化支援による電子申告：「みんなの青色申告」「みんなの電子申告」

で対応します。
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☛ 融 資

◎ マル経融資をご利用ください！
八百津町商工会

電話 43-0266

小規模企業共済！ 気になったらすぐ商工会へご相談を…。
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商工会は経営支援を通じて企業の未来に貢献する！

八百津町商工会

加茂郡八百津町八百津3800－4

TEL（0574）43－0266　FAX（0574）43－2448

E－mail : yaotsu@ml.gifushoko.or.jp
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https://www.gifushoko.or.jp/yaotsu/

☛ 年頭にあたり

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は、新型コロナウイルス感染拡大、更に７月豪雨の風災被害など予期せぬ事態により、経

営に大きな影響を受けられた事業者様が多くお見えになったことと存じます。

商工会では、川まつり花火大会、八百津町産業文化祭など通年事業の中止、諸会議も書面議決

へ変更し会議によるひとの参集による密を避けるなど過去に経験のない商工会運営となりました。

あらためて、こうした事態に対応できるような事前の備えの重要性、必要性を強く感じる年と

なりました。

令和３年度は、「八百津町商工会事業継続力強化支援計画」の県知事認定を経て、事業者みな

さま方の「事業継続力強化計画（事業者BCP）」策定支援をスタートさせてまいります。

予期せぬ非常時においても速やかに事業が再開できるよう、危機管理体制の向上支援をあらた

な商工会事業に取り入れます。

令和３年が、みなさま方にとって明るい年になりますよう、職員一同頑張って事業者支援を行っ

て参りますので、本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

令和３年 元旦

八百津町商工会職員一同

感染症流行期の冬季！ 一層の警戒継続を ・・・。

１．高感染リスクの行動を回避
→「大人数の酒類を伴う飲食」など高リスクの場の回避

特に「マスク未着用」「大声を出し飛沫が飛び交う」行動は要注意。

２．体調不良時は必ず行動ストップ！
→「体調がおかしい」と自覚したら、会食をはじめ外出、出勤、登校をストップ。

ただちに、医療機関へ相談・受診。

３．「マスク着用」「手洗い徹底」「人との距離確保」
→感染症はみんなで守る危機意識。

引き続き、基本的な感染防止対策を徹底。

４．ストップ「コロナ・ハラスメント」宣言の徹底
→コロナ・ハラスメントを許さない環境づくりを。

また、実際にハラスメントを受けたり、

見聞きした場合は、すぐに相談窓口に。

☛ 岐阜県知事メッセージ


